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徳島県情報公開審査会答申第１５９号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成２７年１１月９日，異議申立人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以下

「実施機関」という。）に対し，次の公文書についての公開請求（以下「本件請求」

という。）を行った。

○○土地改良区に関係する下記における公文書（平成２３年度～平成２７年度の現

在間）

(1) 土地改良法第１３２条第１項に基づく関係する公文書。一例として，別紙 ○○

土地改良区検査要領の事前提出書類・検査時準備書類又検査回答書（添付書類を含

む。）

(2) 平成○年○月○日○時頃，○○課の○○補佐官に電話により，「３年ごとの検査

年度にあたるので具体的日時でなくても，今の時点で行ったか若しくはまだか。」

についても「教えられない」と拒否された。よって拒否した根拠（規約・規程・条

例・要綱等）の関係文書

(3) 検査を行うについての，要綱・要領

２ 実施機関の決定

平成２７年１１月２０日，実施機関は，本件請求に係る公文書を次の(1)から(13)

までと特定した上で，(1)から(11)までの公文書については，条例第８条第１号，第

２号及び第４号に該当する部分を非公開とする公文書部分公開決定処分（以下「本件

処分１」と総称する。）を行い，(12)及び(13)の公文書については，廃棄済みのため

保有していないとして公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分２」という。）

を行い，異議申立人に通知した。

(1) 平成２３年度○○土地改良区検査実施に係る立案文書

(2) 平成２３年度○○土地改良区検査書及び検査書発出に係る立案文書

(3) 平成２３年度○○土地改良区検査回答書及び回答書受理に係る立案文書

(4) 平成２６年度○○土地改良区検査実施に係る立案文書

(5) 平成２６年度○○土地改良区検査書及び検査書発出に係る立案文書

(6) 平成２６年度○○土地改良区検査回答書及び回答書受理に係る立案文書

(7) 平成２６年度○○土地改良区検査回答書に係る送付文
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(8) 平成２６年度○○土地改良区検査回答書に係る理事会議事録

(9) 平成２６年度○○土地改良区検査回答書に係る監事意見書

(10) 徳島県土地改良区等検査要綱

(11) 徳島県土地改良区等検査実施要領

(12) 平成２３年度○○土地改良区検査における事前提出書類及び検査時準備書類のう

ち検査時に取得した文書

(13) 平成２６年度○○土地改良区検査における事前提出書類及び検査時準備書類のう

ち検査時に取得した文書

３ 異議申立て

平成２８年１月１２日，異議申立人は，本件処分１を不服として，行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき，実施機関に対して異議申立て

を行った（以下「本件異議申立て１」という。）。

４ 諮問

平成２８年２月１０日，実施機関は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」と

いう。）に対して，当該異議申立てにつき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。

５ 異議申立ての追加

平成２８年４月２０日，異議申立人は，本件処分２に対する異議申立て（以下「本

件異議申立て２」という。）を追加した。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

(1) 本件異議申立て１について

実施機関が開示していない次のアからウまでの公文書（以下「本件公文書１」と

総称する。）の公開と，実施機関が一部開示しないこととした公文書のうち，「平成

２６年度○○土地改良区検査回答書に係る理事会議事録」（以下「本件公文書２」

という。）の議事の内容の部分の公開を求める。

ア 平成２３年度○○土地改良区検査回答書に係る送付文

イ 平成２３年度○○土地改良区検査回答書に係る理事会議事録

ウ 平成２３年度○○土地改良区検査回答書に係る監事意見書

(2) 本件異議申立て２について

平成２６年度検査における事前提出書類及び検査時準備書類のうち検査時に取得

した文書（以下「本件公文書３」という。）は，現在所持していないとしても，本

来は公開すべき文書に該当する。
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２ 異議申立ての理由

異議申立人から提出された異議申立書及び意見書並びに当審査会での口頭意見陳述

における異議申立人の主張を要約すると，異議申立ての理由は，概ね次のとおりであ

る。

(1) 本件異議申立て１のうち本件公文書１について

本件処分１により公開された公文書の件名を確認すると，平成２３年度が３件の

公文書であるのに対して平成２６年度では６件の公文書となっており，平成２３年

度には，本件公文書１が入っていない。

実施機関から公開された前記第２の２(2)の公文書中「平成○年○月○日付け検

第○号の土地改良法に基づく検査の結果について（通知）」の本文に「回答書に理

事会の議事録の写し及び回答書の内容についての監事の意見書を添えて，平成○年

○月○日までに農林水産部検査指導課へ提出してください。」とあり，○○土地改

良区から提出済みであることは確認できる。

よって，本件公文書１について，文書が存在するなら公開し，無いのであれば，

「部分公開決定」には該当せず，不存在の理由を付して「公開請求の拒否決定」を

行うべきである。

また，このような取扱いは，徳島県情報公開審査会答申第１３９号（以下「答申

第１３９号」という。）の第５の６の「付言」に抵触しており，監察局監察課は，

実施機関がこの「付言」を尊重するよう強く指導を行うことを求める。

(2) 本件異議申立て１のうち本件公文書２について

ア 条例第８条第２号の該当性について

答申第１３９号では，総代会議事録中の議事内容について，内部管理情報が公

にされると当該土地改良区の自律性への不当な侵害となるおそれがあるとして，

非公開とした実施機関の判断を妥当としている。

本件公文書２は，理事会議事録の議事の内容の部分であるため，同様の判断が

予想される。しかし，審査会の判断は公平性に欠けており，以下の主張から一般

私企業とは当然明確に区別されるべきものであり，仮に内部管理情報であったと

しても公開すべきである。

(ア) 「自律性への不当な侵害となるおそれがある」の「おそれがある」とは，可

能性に過ぎず断定していない。以下と比較しても重要度は低い。

(イ) ○○土地改良区は，徳島県知事の認可法人で公共団体である。土地改良区が

行う土地改良事業は，土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づき事業

を遂行するものであり自由競争原理の枠外である。また，内部管理情報が公開

されても，法人としての特殊性，公共性，公益性と，土地改良区の自律性を侵

害されるおそれを比較しても重要度は微々たるものであり公開すべきである。

土地改良法に基づき行っている事業に，公開されても自律性への不当な侵害と

なるおそれがあるはずがない。公開されて困るのは，土地改良法に反した事業
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計画・違法行為が暴かれることである。

(ウ) 土地改良区は，行政不服審査法が適用され，役員・総代は公選制度やリコー

ル制度，贈収賄の罪が適用になる。

(エ) 今まで国・県・市から多額の補助金・交付金が支出されている。貴重な公金

が支出されている土地改良区は，土地改良法の目的及び原則に則った事業を行

わなくてはならない。

(オ) 定款・事業計画の変更は，県知事の認可が必要であり，これらは公告，縦覧

に供されており公開することが約束されている。

よって，議事の内容が公開されたとしても「権利」・「競争上の地位」・「正当な

利益を害するおそれがあるもの」には該当しない。

また，実施機関が非公開とした情報は，理事会の具体的な審議内容であるか，

法人としての事業運営方針など内部管理情報と認められる情報であるか疑問であ

る。議事の内容であれば全て非公開との判断は誤りであり，審査会の判断を求め

たい。

イ 条例第８条第２号のただし書の該当性について

○○土地改良区は，徳島市○○地区内にある徳島県の施設，徳島市の施設，地

域住民等から農業用の用排水路等の他目的使用料と称して使用料を徴収してい

る。しかし，この水路は，徳島市が所有し維持管理（財産管理・機能管理）をし

ている法定外公共物で，徳島市の行政財産である。また，他目的使用料は，県の

認可（土地改良法第５７条の２）を受けていない施設管理規程に基づくものであ

る。このような違法な他目的使用料の徴収は，徳島市○○地区の徳島県及び徳島

市の各公共施設及び一般事業場並びに約○○世帯の全住民に及んでおり，生活権

及び財産権を４０年以上にわたり広く侵害している。

よって，本号ただし書の「生活又は財産を保護するため，公にすることが必要

であると認められる情報」に該当し，公開するべきである。

ウ 条例第８条第４号の該当性について

(ア) 県の機関が行う事務に関する情報について

第８条第４号の該当性については，実施機関が開示しないこととした理由を

次の項目に沿って具体的に立証する必要があるが，実施機関の説明は抽象的で

ある。

① 県の機関で当該事務又は事業とは，実施機関の場合，検査が該当する。

② 検査の性質上，公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるものが対象となる。

③ 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは，実施機関に広範な裁量権を与

える趣旨ではなく，検査の性質に照らして客観的に判断する。

④ 「支障」の程度は名目的なものでは足りず，実質的なものが要求され，「お
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それ」の程度も単なる抽象的な可能性では足りず，法的保護に値する蓋然性

が要求される。

理事会議事録を提出させる目的は，検査回答書の担保として求めたものに過

ぎず，検査後の指摘事項について，○○土地改良区理事長の提出する検査回答

書の見解・処置方針等の了解を得るためのものであり，理事会議事録の議事の

内容を公開しても，実施機関が行う検査の遂行に支障を及ぼすことは考えられ

ないため，条例第８条第４号には該当しない。仮に該当するとしても，議事録

の議事の内容のうち第３号議案（土地改良法に基づく検査回答書）だけであり，

検査に関係のない他の議案は公開すべきものである。

実施機関が行う３年に１回の検査が長年において不備であったため，違法な

水路の他目的使用料等の徴収が見逃され，徳島市○○地区の徳島県（○○学校）

を始め徳島市の１２カ所の公共施設及び一般事業場並びに約○○世帯の全住民

に被害が及んでいるものである。○○土地改良区は，使用料を支払っていない

住民らに対して訴訟を提起し，現在係争中であるが，訴訟において，○○土地

改良区側は，「土地改良事業計画の変更認可を受けたことはない」，「管理規程

は県の認可を受ける必要はない」，「定期検査でもこの書類を提出し，県から指

導を受けたことはない」旨主張している。実施機関は，監督官庁として，○○

土地改良区に対して今までどのような行政指導を行い，何の検査を行っていた

のか確認したい。

また，実施機関は，「検査は土地改良区との信頼関係のもと，土地改良区の

積極的な協力が不可欠である」と主張するが，このような甘い考え・認識が土

地改良区の違法行為・不当行為を助長してきたのであって，実施機関は，土地

改良法第１３４条や第１３５条などの命令，第１３８条の罰則の適用などによ

り能動的な検査を実施するべきである。

(イ) 墨消しの「理事会議事録」の議事の内容について

① 第１号議案について

地元工事補助金の原資に他目的使用料を充てているが，本来組合員からの

賦課金を充てるべきである。他目的使用料は水路の維持管理に充てるべきで

あり，目的外に使用されている。よって，議事の内容及び実態を確認したい。

② 第３号議案について，

土地改良法に基づく検査回答書は，情報公開により内容的には把握してい

る。

③ 平成２６年度他目的使用料徴収報告

土地改良法第５７条の２に規定する認可を受けていない施設管理規程第

１０条に基づく使用料であり，ぜひ議事の内容を確認したい。

④ パンフレット配布について

偽りの内容を含んでおり，○○地区の住民等への配布実態がわかれば確認

したい。
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(3) 本件異議申立て２について

本件公文書３の中には「土地改良区検査提出資料」がある。これは，徳島県土地

改良区等検査要領」（以下「検査要領」という。）第６の３「検査資料の提出」に基

づくもので，１８頁に及ぶ膨大な資料である。内容は，各土地改良区の検査時点に

おける事業内容が全て網羅されており，土地改良事業計画，土地改良施設の状況等

も確認できる貴重な公文書である。

徳島県公文書管理規則（平成１３年徳島県規則第７３号。以下「規則」という。）

別表の五の「５ 通知，照会，回答その他これらに類する公文書で軽易なもの（特

に軽易なものを除く。）」に該当し，「特に軽易なもの」というメモ・チラシ並の文

書には該当しない。また，ファイル管理表（徳島県文書管理規程（平成１３年徳島

県訓令第１３号）様式第８号）では，「第１分類 団体検査担当」における第４分

類（簿冊名）の「検査関係一般文書」（保存期間１年）に該当する。

よって，保存期間１年未満の公文書として，検査終了後に廃棄済みとする実施機

関の判断・認識及びその行為は，不適切行為に該当する。

したがって，少なくとも本件公文書３は，現在所持していないとしても，本来は

公開すべき文書に該当する。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された理由説明書及び当審査会での口頭理由説明を要約すると，

本件処分の理由は，概ね次のとおりである。

１ 本件異議申立て１の本件公文書１について

(1) 本件公文書１について

実施機関は，土地改良法第１３２条第１項の規定に基づき，土地改良区に法令等

を遵守させ，もってその健全かつ適正な運営を確保し，土地改良事業の円滑な施行

に資するために検査を行っている。検査終了後，検査要領第１０の規定に基づき，

検査結果を基に作成した是正及び改善を要する事項等を記載した検査書を土地改良

区に対して交付し，土地改良区からは，是正及び改善を要する事項等についての見

解及び措置(措置されていない場合は方針）を記載した検査回答書の提出を求めて

いる。

本件公文書１のうち理事会議事録については，検査回答書の提出に際し，その内

容が土地改良区の意思決定機関である理事会で議決されていることを確認するため

に参考として，監事意見書については，見解及び措置（措置されていない場合は方

針）が，土地改良区の財産及び業務の執行状況を監査する立場である監事から見て

妥当であると判断されているか確認するために参考として，検査回答書と併せて提

出を求めた文書である。

また，検査回答書の送付文については，検査回答書の提出に際して，当該土地改

良区が検査回答書の鑑として添付した文書である。
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(2) 本件公文書１の管理について

実施機関では，公文書の管理を規則に基づき行っており，規則第６条において，

公文書の保存期間を３０年，１０年，５年，３年，１年及び１年未満の期間とし，

その基準は別表において定めている。また，規則第９条において，その保存期間（保

存期間が延長された場合にあっては延長後の保存期間）が満了したときに徳島県立

文書館に引き渡すものを除き，廃棄するものと規定している。

実施機関は，本件公文書１を規則別表の「公文書の区分」五の５「通知，照会，

回答その他これらに類する公文書で軽易なもの（特に軽易なものを除く。）」に該当

する公文書として，保存期間を１年と定めている。

(3) 結論

本件公文書１は，平成○年○月○日付けで，○○土地改良区から実施機関に提出

されたもので，平成２６年３月３１日に保存期間が満了したことから廃棄している

ため，異議申立人が本件請求を行った平成２７年１１月９日には，本件公文書１を

保有していなかった。

したがって，実施機関は，本件請求がなされた時点で保有する公文書の中から，

請求されている文書について部分公開決定を行ったものである。

２ 本件異議申立て１の本件公文書２について

(1) 条例第８条第２号の該当性について

本号の該当性については，平成２１年６月２２日付け徳島県情報公開審査会答申

第６８号における土地改良区の理事会議事録の議事内容についての考え方及び答申

第１３９号における土地改良区の総代会議事録の議事内容についての考え方を参考

に次のとおり判断した。

「議事の内容」には，理事会の具体的な審議内容が記載されている。

理事会は，当該土地改良区の今後の運営方針について，理事や監事が自らの意見

を出して議論を行い，合意を形成し決定するために行われるものであり，審議内容

は議論の段階での未確定，未成熟な検討過程の情報であり，法人の内部管理情報で

ある。

このような情報が公開された場合，理事や監事は外部からの圧力や干渉等を受け

るとの懸念から，率直な意見の交換や議論が行われず，当該土地改良区の適切な意

思決定に支障を及ぼすおそれがあるため，本号に規定する「公にすることにより，

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当する。

(2) 条例第８条第２号ただし書の該当性について

異議申立人は，「議事の内容」について，当該土地改良区が違法な他目的使用料

等を徴収しており，地域住民等の生活権及び財産権を広く侵害していることから本
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号ただし書に該当する旨を主張している。

しかし，農林水産省が示している「土地改良区定款例」によると，土地改良区は，

水路等の維持管理事業に附帯して，その事業を害しない範囲内で当該施設を他目的

に使用させることはできるとされており，他目的に使用する者に対し，他目的使用

規程等に徴収方法等を定めて水路等の維持管理費の分担を求めることができるとさ

れている。この他目的使用料は，土地改良法によらない徴収であって，他目的使用

規程等に基づき土地改良区と使用者との間で私法上の契約を締結し，それに基づき

徴収するものである。

したがって，本号ただし書の該当性については，当該土地改良区の自律性を侵害

することがないよう適正に保護するという観点を持ちつつ，自由競争原理の枠外で

土地改良事業を行う当該土地改良区の法人としての特殊性，公共性，公益性も考慮

し，公開することの公益性と保護する利益との比較衡量を行い，該当しないと判断

したものである。

(3) 条例第８条第４号の該当性について

前記１(1)のとおり，理事会議事録は，土地改良区からの検査回答書の提出に際

し，実施機関が検査回答書と併せて提出を求めた書類である。このため，本号に規

定する「県の機関が行う事務又は業務に関する情報」に該当する。

「議事の内容」については，前記(1)のとおり，土地改良区の意思決定に関する

内部管理情報である。

実施機関が土地改良区に対して行う検査は，捜査機関による捜索及び差押えのよ

うな直接的，物理的な強制力の行使を伴うものではなく，検査の実施に当たっては，

土地改良区との信頼関係のもと，資料の提出や情報聴取などについて，土地改良区

の積極的な協力が不可欠である。

仮に，実施機関が「議事の内容」を公開すれば，土地改良区の内部管理情報が公

になることで，実施機関と土地改良区の信頼関係が損なわれるとともに，土地改良

区が検査に対して非協力的又は消極的な態度をとることが予想される。その結果，

「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にするおそれ」が生じることから，「議事の内容」につい

ては，本号イに該当する。

(4) 結論

以上のとおり，「議事の内容」については，条例第８条第２号及び第４号の規定

に該当すると判断し非公開としたものである。

３ 本件異議申立て２について

土地改良区検査提出資料は，実施要領第６の３の規定に基づき，検査実施日の１週

間前までに提出させている。この土地改良区検査提出資料は，検査を効率的に実施す
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るために検査対象土地改良区の概要，業務，会計上の特殊性や問題点を事前に把握す

るための資料として用い，検査実施の際に確認すべき重要事項について整理を行って

いる。また，検査時準備書類のうち検査時に取得した書類については，本検査におい

て非違事項に関する帳簿等を証拠書類として取得して，是正及び改善を要する事項等

を記載した「検査書」を作成する際に確認するため使用している。

したがって，被検査団体が実施機関から通知した検査書の是正及び改善を要する事

項に対して，理事会において決定した見解及び措置方針を記載した検査回答書に「理

事会議事録」と「監事意見書」を添えて提出してもらい，実施機関がこれを受理する

と，一連の検査業務が完了するので，本件公文書３を保存する必要がなくなる。そし

て，検査回答書を提出させる期間を２か月程度と決めていることから，規則別表の六

「その他１年以上保存する必要がないと認められる公文書」として，保存期間を１年

未満としている。

なお，規則第７条の規定により，課長等は，保存期間が１年以上の公文書について

帳票（ファイル管理表）を作成するよう義務付けられているが，保存期間が１年未満

の公文書については作成する必要がない。

よって，本件公文書３は，本件請求時にはすでに廃棄しており，保有していないた

め条例第１２条第３項の規定により請求拒否決定を行ったものである。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件公文書について

実施機関は，土地改良法第１３２条第１項の規定に基づき，土地改良区に法令等を

遵守させ，もってその健全かつ適正な運営を確保し，土地改良事業の円滑な施行に資

するために土地改良区を対象とした定期検査を実施しており，検査に当たっては，検

査要領第６の３の規定に基づき事前に土地改良区検査提出資料の提出を求め，同４の

規定に基づき検査対象土地改良区に対し関係書類や帳簿等の整理をさせ，検査要領第

８の規定に基づき検査時に必要な資料を収集する。検査終了後には，検査要領第１０

の規定に基づき，是正又は改善すべき事項等を記載した検査書を，検査を受けた土地

改良区に交付している。その際，当該土地改良区に対し，是正又は改善すべき事項等

についての見解及び措置又は方針を記載した検査回答書の提出を求め，併せて理事会

議事録及び監事意見書を実施機関に提出させている。

本件異議申立て１における本件公文書１は，実施機関が平成２３年度に実施した○

○土地改良区に対する定期検査において，○○土地改良区から提出された検査回答書

に添付されていた「送付文」，「理事会議事録」及び「監事意見書」であり，本件公文

書２は，平成２６年度に実施した定期検査において，○○土地改良区から提出された

検査回答書に添付されていた「理事会議事録」である。

また，本件異議申立て２における本件公文書３は，実施機関が平成２６年度に実施
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した当該土地改良区に対する定期検査において取得した「事前提出書類及び検査時準

備書類のうち検査時に取得した文書」である。

よって，これらの本件公文書は，実施機関の職員が職務上取得し，組織的に用いる

ものとして当該実施機関が保有するべき公文書である。

２ 本件異議申立て１のうち本件公文書１について

異議申立人は，本件公文書１について，実施機関に提出されたことは確認できると

しており，実施機関が保有しているのであれば公開を，無いのであれば不存在の理由

を付して公開請求拒否決定を行うべきであると主張している。

これに対し，実施機関は，本件公文書１は，平成２６年３月３１日に保存期間が満

了したため廃棄しており，本件請求時点では保有しておらず，公文書公開請求の対象

公文書ではなかった旨主張しているため，以下判断する。

条例における公文書の定義は，条例第２条第２項に規定されており，「当該実施機

関が保有しているもの」であることが前提となっている。すなわち，公文書公開制度

は，公文書の公開請求がなされた時点において，実施機関が保有する公文書をありの

ままに公開することを原則としている。そして，公開請求を求められている公文書の

特定については，公文書公開請求書に記載された「公文書の件名」等の文言から適確

に行わなければならない。その上で特定された公文書が，公開請求時点で実施機関の

保有していないものであった場合には，条例第７条第２号に該当し，公開請求拒否決

定を行うこととされている。

当審査会が見分したところ，本件請求において異議申立人は，「○○土地改良区に

関係する下記における公文書。（平成２３年度～平成２７年度の現在間） １，土地

改良法第１３２条第１項に基づく関係する公文書。一例として，別紙 ○○土地改良

区検査要領の事前提出書類・検査時準備書類又検査回答書（添付書類を含む。）」と記

載している。この文言から見ると，本件公文書１は，「検査回答書（添付書類を含む。）」

に該当しており，公開請求を求められている公文書として特定できるものである。そ

して，本件公文書１は，実施機関の説明によると，平成２４年５月１４日付けで提出

されていたとのことである。

したがって，本件公文書１については，公文書公開請求の対象公文書として特定の

上，条例第１２条に基づく決定を行うべきところであり，実施機関が本件公文書１を

決定処分の対象公文書としていなかった点は，適切であったとは言えない。

しかしながら，実施機関の説明によると，本件公文書１について，一旦受理はした

ものの，規則の規定に従い保存期間を１年と定めているため，平成２６年３月３１日

で保存期間が満了し本件請求時点においては保有していなかったということであり，

その説明に不合理な点は認められない。

よって，本件公文書１が不存在であることに変わりはない以上，実施機関に対し，

改めて条例第１２条第３項に基づき請求拒否決定を行わせることは妥当とは言えな

い。
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３ 本件異議申立て１のうち本件公文書２について

異議申立人は，本件公文書２に記載された情報のうち「議事の内容」の公開を求め

ている。これに対し，実施機関は，当該情報が条例第８条第２号及び第４号に該当し，

非公開であると主張するため，以下それらの該当性を判断する。

(1) 条例第８条第２号の該当性について

ア 条例第８条第２号について

本号は，「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報であって，公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし，人の生命，健康，

生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報を除

く。」と定めている。

本号は，営業の自由や事業者の社会的評価の保護等の観点から，法人等又は事

業を営む個人の当該事業に関する情報で，公開することにより当該事業者の正当

な利益を損なうこととなる情報を非公開情報として定めたものである。

本号にいう「権利」とは，財産権など法的保護に値する権利一切をいい，「競

争上の地位」とは，法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を

いう。

また，「その他正当な利益」には，社会的信用等のほか，事業運営上のノウハ

ウや内部管理に属する事項など，その取扱いについて社会通念上当該法人等又は

事業を営む個人の自由が尊重されるものを広く含むものである。

公にすることにより，権利利益を害するおそれがあると認められるものの例と

しては，①生産技術上，販売上又は営業上のノウハウに関する情報など一般に競

争の分野としてとらえられる情報で，公開することにより事業者の事業活動が害

されるおそれのあるもの，②経営方針，財務管理，労務管理など一般に内部管理

の分野としてとらえられる情報で，当該事業者の意思にかかわりなく公開するこ

とにより当該事業者の自律性への不当な侵害となるおそれのあるものなどが考え

られる。

なお，「おそれ」の有無の判断に当たっては，それぞれの事業の性格，規模，

事業内容等に留意しながら，当該情報を公開した場合に生ずる影響を個別的，客

観的に検討し，慎重に判断しなければならない。

イ 条例第８条第２号本文の該当性について

実施機関は，本件公文書２に記載された情報のうち，「議事の内容」が本号本

文に該当するとして非公開としている。

当審査会において見分したところ，当該非公開とされた情報は，○○土地改良

区の理事会において審議された議事の内容であり，本件検査に係る検査回答書を

実施機関に提出することについての具体的な審議内容のほか，法人としての事業
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運営に関する情報，人事に関する情報など，当該土地改良区の内部管理に属する

と認められる情報が記載されていた。

なお，異議申立人は，非公開とされた情報が全て内部管理情報とは言えないの

ではないかと主張している。確かに，議事の内容の中において，議案名が出てお

り，この部分はすでに「１ 会議事項」の中で示されている議案名と一致してい

るため，非公開とする必要はないとも言えるが，議事の内容のうち，この議案名

のみを公開しても有意な情報とは認められず，議事の内容全体として内部管理情

報に該当すると認めるのが相当である。

内部管理情報の取扱いについては，社会通念上当該法人の自由が尊重されるべ

きものであって，一般的に内部管理の分野としてとらえられる情報を当該土地改

良区の意思にかかわりなく公にすることは，当該土地改良区の自律性への不当な

侵害となるおそれがあることから，当該情報は，本号に規定する「公にすること

により，当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの」と認められる。

したがって，実施機関が非公開とした情報は，本号本文に該当する。

ウ 条例第８条第２号ただし書の該当性について

異議申立人は，○○土地改良区は，違法な他目的使用料を県，市，その他地域

住民等から徴収しており，県，市，地区住民等の生活権及び財産権を４０年以上

にわたり侵害しているため，本号ただし書にいう「人の生活又は財産を保護する

ため，公にすることが必要であると認められる情報」であると主張している。

一般論として土地改良区が他目的使用料を徴収することができる場合があると

して，○○土地改良区が行っている他目的使用料の徴収が違法であるかどうかは，

当審査会が判断する事項ではない。また，○○土地改良区が行っているとされる

他目的使用料の徴収については，訴訟により係争中であるとのことであるため，

現時点では，明らかに違法であるとは認められない。

したがって，○○土地改良区が他目的使用料を徴収していることをもって，本

号ただし書に該当するとは認められない。

(2) 条例第８条第４号の該当性について

ア 条例第８条第４号について

本号は，「県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にするこ

とにより，当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの」と定めている。

本号は，県をはじめとする行政機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を担保

する観点から，公にすることによってこれを阻害するおそれのある情報を非公開

情報として定めたものである。

県をはじめとする行政機関等が行う事務又は事業は広範かつ多種多様であり，

請求対象となった事務又は事業の性質上，公にすることによりその適正な遂行に
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支障を及ぼすおそれがあるものであれば，広く本号の対象になる。

また，「当該事務又は事業」には同種の事務又は事業が反復される場合の将来

の事務又は事業も含まれ，「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の判断について

は，実施機関に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく，当該事務又は事業の性質

に照らし客観的に判断することが必要であり，「支障」の程度は，名目的なもの

では足りず実質的なものが要求され，「おそれ」の程度は，単なる抽象的な可能

性では足りず法的保護に値する蓋然性が要求される。

イ 条例第８条第４号の該当性について

実施機関は，本件公文書２に記載された情報のうち，「議事の内容」が本号に

も該当すると主張している。

前記１のとおり，本件公文書２は，実施機関が，平成２６年度に実施した定期

検査終了後に検査要領第１０の規定に基づき○○土地改良区に交付した検査書に

対して，当該土地改良区から実施機関に提出された検査回答書の添付資料である

ことから，本号に規定する「県の機関が行う事務又は事業に関する情報」に該当

する。

また，実施機関が条例第８条第４号に該当するとして非公開とした情報は，同

条第２号に該当するとして非公開とした情報と同じであり，これらの情報が当該

土地改良区の内部管理の分野としてとらえられる情報であることは，前記(1)イ

のとおりである。

そして，検査の手法は捜査機関による捜索及び差押えのような直接的又は物理

的な強制力を行使するものではないことからすると，検査の実施に当たっては，

「資料の提出や事情聴取等について土地改良区の積極的な協力が不可欠である」

旨の実施機関の主張は否定できないが，当該情報を当該土地改良区の意思にかか

わりなく公にしたとしても，土地改良区が検査に対して非協力的又は消極的な態

度をとるなどして適正な検査事務の実施に支障を生じさせるおそれがあるとまで

は認められない。

(3) 結論

以上のことから，本件公文書２のうち「議事の内容」の情報は，条例第８条第２

号本文に該当し，非公開とした実施機関の処分は，結論において妥当である。

４ 本件異議申立て２について

異議申立人は，「本件公文書３の中の土地改良区検査提出資料は，検査時点におけ

る土地改良区の事業内容が全て網羅されている貴重な公文書であり，規則別表の五の

５に該当し，ファイル管理表では第４分類の「検査関係一般文書」に該当して保存期

間は１年とされるべきであるところ，１年未満として廃棄した判断及びその行為は不

適切である」旨を主張しているため，以下判断する。
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実施機関における公文書の管理は，規則第４条第２項に基づき課長が行っており，

公文書の保存期間については，規則第６条第１項に基づき，別表を基準にして定めて

いる。

実施機関の説明によると，本件公文書３は，検査書を作成する際に確認するために

使用している文書であり，検査書を送付してから２か月以内に土地改良区から検査回

答書が提出され，これを受理すると一連の検査業務が完了するので，本件公文書３を

保存する必要がなくなることから，規則別表の六の「１年未満」の保存期間としてい

るとのことであり，また，保存期間が「１年未満」の公文書については，規則第７条

に基づきファイル管理表を作成していないとのことである。

当審査会において見分したところ，本件処分１により公開された「平成２６年度○

○土地改良区検査書及び検査書発出に係る立案文書」及び「平成２６年度○○土地改

良区検査回答書に係る送付文」により，検査書は平成○年○月○日に発出され，検査

回答書は同年○月○日に受理されていることが窺える。

したがって，保存期間を１年未満と定めているため，本件請求日である平成２７年

１１月９日時点では本件公文書３を保有していない旨の実施機関の説明に不合理な点

は認められない。

以上のことから，実施機関の行った本件処分は，妥当である。

５ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２８年 ２月１０日 諮問

３月１７日 実施機関からの理由説明書を受理

４月２０日 異議申立人からの意見書を受理

６月２７日 審議（第１３６回審査会）

７月２７日 審議（第１３７回審査会）

８月２９日 異議申立人からの口頭意見陳述，審議
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（第１３８回審査会）

１０月 ３日 実施機関からの口頭理由説明・審議

（第１３９回審査会）

１１月１７日 審議（第１４０回審査会）

１２月１２日 審議（第１４１回審査会）

平成２９年 ２月１６日 審議（第１４２回審査会）

３月２８日 審議（第１４３回審査会）

徳島県情報公開審査会委員名簿 （五十音順）

氏 名 職 業 等 備 考

上原 克之 徳島大学大学院 会長職務代理者

総合科学研究部 准教授

大道 晋 弁護士 会長

喜多 三佳 四国大学

経営情報学部 教授

益田 歩美 弁護士

真鍋 恵美子 公認会計士，税理士


